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食 品安全委員会  

リスクコミュニケーション専門調査会  

第 29 回会合議事録  

 

１．日時  平成 19 年１月 22 日（月）  10:00 ～ 12:00 

 

２．場所  食品安全委員会大会議室 

 

３．議事 

 （１）三府省におけるリスクコミュニケーションに関する取組について 

 （２）「食品健康影響評価に関するリスクコミュニケーションの推進」の事後評価（内

閣府政策評価）に係る達成目標（案）と測定目標（案）について 

 （３）今後の調査審議について 

 （４）その他 

 

４．出席者 

  （専門委員） 

  関澤座長、犬伏専門委員、唐木専門委員、神田専門委員、近藤専門委員、 

  高浜専門委員、千葉専門委員、中村専門委員、西片専門委員、福田専門委員、 

  山本専門委員 

 （専門参考人） 

  川田専門参考人 

 （食品安全委員会） 

    見上委員長、小泉委員、長尾委員、野村委員 

 （厚生労働省） 

  森田食品安全部情報管理専門官 

 （農林水産省） 

  引地消費・安全局消費者情報官 
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 （事務局） 

  齋藤事務局長、日野事務局次長、吉岡勧告広報課長、 

永田リスクコミュニケーション官 

 

５．配布資料 

  資料１－１ リスクコミュニケーションに関する取組について 

（別紙１：食品安全委員会、別紙２：厚生労働省、別紙３：農林水産省） 

  資料１－２ リスクコミュニケーション推進事業の取組について 

  資料１－３ 欧州食品安全機関（ＥＦＳＡ）との協力 

         －リスクコミュニケーション分野－ 

  資料１－４ 食品安全モニターからの報告（平成 18 年９月分～11 月分）について 

 資料１－５ 「食の安全ダイヤル」に寄せられた質問等（平成 18 年 10 月分～12 月分）

について 

  資料１－６ 米国リスク研究学会（Society for Risk Analysis）出張報告 

  資料２   食品健康影響評価に関するリスクコミュニケーションの推進に係る政策 

評価（案） 

  資料３－１ リスクコミュニケーション専門調査会に当面調査審議を求める事項 

（平成 18 年 12 月 14 日食品安全委員会決定） 

  資料３－２ 今後の討議をより良く進めるために 

 

６．参考資料 

  参考１ リスクコミュニケーション専門調査会 専門委員及び専門参考人名簿 

  参考２ 「食品の安全性に関する地域の指導者育成講座」の今後の開催予定について 

（第７回～第 14 回）（1/25 三重県、2/2 大阪府、2/7 徳島県、2/9 埼玉県、2 

/13 広島市、2/14 岡山市、3/2 北海道） 

  参考３ 鳥インフルエンザの発生に関する食品安全委員会委員長談話 

（平成 19 年１月 13 日） 

  参考４ 「食品に関するリスクコミュニケーション（東京）－農業に関するＯＥＣＤ 

の取組－（仮題）」の開催と参加者の募集について（お知らせ） 

  参考５ 宮崎県における高病原性鳥インフルエンザの発生について 

  参考６ 食品安全委員会専門調査会運営規程 
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      （平成 15 年７月９日食品安全委員会決定） 

  参考７ 食品安全委員会 平成 19 年食品安全モニター募集 

 

７．議事内容 

○関澤座長  それでは、定刻になりましたので、第 29 回「リスクコミュニケーション専門

調査会」を開会させていただきます。 

  まだ委員の中でお出でになっていない方もおられますが、おいおいお出でになると思い

ます。 

  今日は朝早くから、お忙しい中をお集まりいただきまして、大変ありがとうございます。

本日は蒲生さん、吉川さん、見城さん、高橋さん、三牧さんの５名の専門委員の方が御欠

席ですが、11 名の専門委員の皆さんと専門参考人の川田さんに御出席いただいております。

  また、食品安全委員会からは見上委員長、「リスクコミュニケーション専門調査会」御

担当の小泉委員、野村委員、長尾委員に御出席いただいております。 

  また、厚労省から森田食品安全部情報管理専門官、農林水産省から引地消費者・安全局

消費者情報官に御出席いただいております。 

  そのほかの事務局関係の御出席の方については、お手元の座席表を御覧いただければと

思います。 

  それでは、議事次第に沿いまして、進めさせていただきたいと思いますが、まず配付資

料の御確認をお願いしたいと思います。 

○永田リスクコミュニケーション官  それでは、配付資料の確認をさせていただきます。 

  資料１－１は「リスクコミュニケーションに関する取組について」。 

  資料１－２は「リスクコミュニケーション推進事業の取組について」。 

  資料１－３は「欧州食品安全機関（EFSA）との協力－リスクコミュニケーション分野－」。 

  資料１－４は「食品安全モニターからの報告（平成 18 年９月分～11 分）について」。 

  資料１－５は「『食の安全ダイヤル』に寄せられた質問等（平成 18 年 10 月～12 月分）

について」。 

  資料１－６は「米国リスク研究学会（Society for Risk Analysis ）出張報告」。関澤

座長の御報告の分です。 

  資料２は「食品健康影響評価に関するリスクコミュニケーションの推進に係る政策評価

（案）」。 

  資料３－１は「リスクコミュニケーション専門調査会に当面調査審議を求める事項（平
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成 18 年 12 月 14 日食品安全委員会決定）」。 

  資料３－２は「今後の討議をより良く進めるために」。関澤座長の方からのペーパーで

す。 

  参考１は「リスクコミュニケーション専門調査会  専門委員及び専門参考人名簿」。 

  参考２は「『食品の安全性に関する地域の指導者育成講座』の今後の開催予定について

（第７回～第 14 回）（１／25 三重県、２／２大阪府、２／７徳島県、２／９埼玉県、２

／13 広島市、２／14 岡山市、３／２北海道）」。 

  参考３は「鳥インフルエンザの発生に関する食品安全委員会委員長談話（平成 19 年１月

13 日）」。 

  参考４は「『食品に関するリスクコミュニケーション（東京）－農薬に関する OECD の取

組－（仮題）」の開催と参加者の募集について（お知らせ）」。１月 24 日に海外から招聘

して開催する意見交換会のプレスリリースの資料です。 

  参考５は「宮崎県における高病原性鳥インフルエンザの発生について」。 

  参考６は「食品安全委員会専門調査会運営規程（平成 15 年７月９日食品安全委員会決

定）」。 

  参考７は「食品安全委員会  平成 19 年度食品安全モニター募集」。 

  それから、別に平成 17 年度食育推進施策ということで、これは『食育白書』と言われる

ものです。今回初めて出したものです。国会に提出されました。 

  もう一つは、「食の安全に関するリスクコミュニケーションの改善に向けて」というこ

とで、リスコミ専門調査会でまとめていただいた、そして、食品安全委員会で決定をいた

だいた中身について、冊子にまとめてあります。 

  以上でございます。 

○関澤座長  どうもありがとうございました。 

  今日は「（１）三府省におけるリスクコミュニケーションに関する取組について」。 

  「（２）『食品健康影響評価に関するリスクコミュニケーションの推進』の事後評価（内

閣府政策評価）に係る達成目標（案）と測定目標（案）について」。 

  「（３）今後の調査審議について」という３つの議題がございます。 

  今日は特に時間をとりまして、今後の専門調査会としての審議の進め方について、是非

皆さんの御意見をいただきたいと思っております。   

  では、初めに議題「（１）三府省におけるリスクコミュニケーションに関する取組につ

いて」から始めたいと思いますので、事務局の方から資料１－１、１－２、１－３及び参
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考を使って御説明いただきたいと思います。 

○永田リスクコミュニケーション官  それでは、まず食品安全委員会の方から御報告した

いと思います。時間の関係もありますので、ポイントだけに絞ってお話をしたいと思いま

す。 

  資料１－１でございますが、リスクコミュニケーションに関する、前回の専門調査会か

ら今回までの動きについての御報告です。 

  「１．三府省連携による意見交換会・説明会等（平成 18 年 10 月 20 日～平成 19 年１月

18 日）」でございますが、三府省共催では、主として農薬のポジティブリスト制度への対

応に関して、この間ずっと全国を回って、全国９か所で意見交換会をやっております。 

  食品安全委員会が中心になってやっている部分について、御説明したいと思いますが、

別紙１、５ページを御覧ください。今の資料１－１にくっ付いている３枚目です。 

  「食品安全委員会におけるリスクコミュニケーションに関する取組について」ですが、

地方自治体等との共催による意見交換会を３つ実施しております。 

  １つは、11 月 13 日に石川県で行っておりまして、ここには高橋久仁子専門委員に御出

席をいただいております。 

  11 月 15 日には滋賀でやっておりまして、ここには唐木英明専門委員に御出席をいただ

いております。 

  12 月 19 日に栃木で、やはり農薬関係をやっておりまして、これは事務局から出席をし

ております。 

  「（２）食品の安全性に関する地域の指導者育成講習会」でございます。この間、福岡、

秋田、栃木、大分、東京都の特別区の５か所で実施をしております。後ほど、これについ

ては、もう少し詳しく御説明をさせていただきたいと思います。 

  「（３）懇談会」といたしまして、10 月 26 日に農薬工業会と、11 月２日に食品企業の

広報担当者ということで、食品産業センターの方と懇談会をしております。 

  「２．意見・情報の募集実施状況」は、ここにリストアップしてあるとおりでございま

す。 

  「４．その他の取組」につきましては、後ほど、勧告広報課長の方から御説明をさせて

いただきます。 

  続きまして、資料１－２の「リスクコミュニケーション推進事業の取組について」とい

うことで、ちょっと詳しく御説明をさせていただきたいと思います。 

  リスクコミュニケーション推進事業は、前回も御紹介いたしましたけれども、18 年度か
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ら新たに始めている事業です。 

  ２ページにまいりますと、東京都を皮切りに最後は北海道まで、全国の 14 か所で実施を

することにしておりまして、６番目の東京都の特別区まで終わったところです。あと８か

所を２月、３月をかけて実施をすることにしております。 

  １ページに戻っていただきまして「１．18 年度事業」ですけれども、18 年度の事業は「（１）

指導者育成講座」と呼んでおりまして、既に地域で食品の安全性に関して、ある程度指導

的な立場にある方、例えば行政の保健所の方あるいは消費者団体の代表の方、あるいは食

品関連事業者のお客様対応窓口をされている方、こういう方などを対象に、既に指導的立

場にあって、ある程度食品の安全性に関してはバックグラウンドがある方でも、リスク分

析の考え方やあるいは食品安全委員会が何をやっているかということについて、よく御存

じないということでございますので、その部分に特化して研修を進めております。 

  午前中は食品安全委員会の役割、あるいはリスク分析の考え方、実際の評価の事例、リ

スクコミュニケーションということについて講演をしておりまして、午後からはコミュニ

ケーション能力を高めていただくという目的で、実際の演習をやっております。 

  ３枚目を御覧いただきますと、別紙２でございますが、講習会の全体的な評価というこ

とで、東京、福岡、秋田の３か所について挙げておりますが、その後、行いました栃木、

大分もほぼ同じ傾向でございまして、「満足」あるいは「ほぼ満足」でした。東京都の場

合、一番最初だったものですから、若干「満足」のウェートが小さくなっておりますが、

福岡、秋田辺りから「満足」されている方が、全体の３割から４割ということで「ほぼ満

足」を入れると、６割から７割の方でございます。 

  「無回答」と書いてありますが、これは午後だけとか午前だけとかという参加者の方も

おられまして、全体を評価できないということで、無回答の方がおられるわけでして、そ

ういう意味でいいますと、出席いただいた方は、ほぼ全員が満足をされていると私どもは

理解をしております。 

  特に午後の演習というのは、非常に評判がよくて、これにつきましては、多くの方から

非常に斬新でいいアイデアという評価をいただいております。 

  ただ、そういう中でも、次の６ページにありますが、私どもはアンケートを毎回必ずと

っておりまして、その中で改善すべきだと御意見をいただいているものがありまして、随

時これを改善してきております。 

  例えば大きく分けると、講演内容、講座の目的、参加者というようなところが意見とし

て多いと思うんですが、講演内容については、１回目の講演内容に重複が多かったという
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御意見が多かったので、整理した方がいいということで、２回目以降は基本的に食品安全

委員会の講演だけに絞るというふうにいたしました。 

  演習に用いたカードの内容がわかりづらいというような話もありましたので、これも中

身を修正しております。 

  講座の目的、何のためにやるのか、この結果をどういうふうに反映したらいいのかとい

うようなことについて、かなり多くの方からわからないというお話がありましたので、２

回目以降はオリエンテーションの場で、きちんと講座の目的を正確に伝えることにいたし

ました。それでもまだ足りないということがありましたので、今度は講演の中でもそれを

伝え、そして、講演が終わった後に再度もう一回、今日の講演はこの目的のためにやりま

した、ということを言って、徹底するように変えてきております。 

  講演内容につきましても、福岡会場では専門用語が多かったというような話もありまし

たので、これはわかりやすく変えてきております。 

  あとは参加者について、私どもとしては、できるだけ指導者を対象に募集をしているわ

けですけれども、やはり一般消費者、生産者、事業者の参加を増やすべきであるという意

見もありまして、ある程度そういう方が入った方が活気が出ると申しますか、演習をする

際にも、できるだけばらばらな意見が出た方が演習の効果も上がるということがありまし

て、公募も含め、できるだけバランスについて配慮するように、地方公共団体の方にはお

願いをしております。 

  また１ページに戻っていただきまして、18 年度については、今こういうふうにやってい

るというお話をさせていただきましたが、今度は 19 年度、来年度は今年やっている指導者

育成講座というのをそのままもう一年続けたいと考えております。というのは、今年度は

９月に募集をかけたんですが、その時点で、全国の 14 か所から応募があったわけですけれ

ども、その際に、実は今年度は間に合わないけれども、来年度は是非やりたいというとこ

ろが 13 か所ほどありましたので、私どもが今年やった 14 か所に参加した他の地方公共団

体の方でもやりたいというような方がおられるかもわかりませんので、それも含めて、可

能な限り対応していきたいと考えておりまして、19 年度に実施を要望している 13 の自治

体を中心に、ある程度地域バランスも考えながら、私どもの予算あるいは人員の可能な範

囲でできるだけ対応していきたいと考えております。指導者育成講座については、19 年度

も継続するということです。 

  これとは別にいたしまして「（２）リスクコミュニケーター育成講座（新規）」という

のが、予算要求の中で新規に概算要求が認められております。したがいまして、これにつ
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きましては、新たにやるということですが、今年の事業が既に指導者的な立場にある方に

対して、食品安全委員会の役割なりリスク分析の考え方、理解を付与するという考え方だ

ったんですが、今度は一歩進んで、自らリスクコミュニケーションを企画し立案し実施で

きるという、地方においてやっていただけるという方を育てていきたいということで、少

しバージョンアップ、レベルアップした内容の研修を考えております。意見の集約や論点

を明確化し、相互の意思疎通を円滑に行うことができるリスクコミュニケーターを各地域

において育成するための講座と位置づけております。ただ、正直申し上げまして、まだノ

ウハウがあるわけではなくて、どういう人を対象に、どういう中身で研修をし、どういう

人を育成すればいいのか、またアフターケアをどうすればいいのかというようなことにつ

いて、今、私どもは大変悩んでいるところでございまして、後ほど是非いろいろな御助言

をいただければと考えております。 

  「内容」といたしましては、大ざっぱにいいますと「○リスク分析とリスク評価」「○

リスクコミュニケーションの手法」について、ある程度高度なお話をさせていただきたい

と考えております。あるいは演習もくっ付けたいと考えております。 

  対象といたしましては、既にリスクコミュニケーションに関係する業務に就いているか、

あるいは近く就くことが見込まれる方、食品の安全性に関して科学的な物の見方ができる

方、一定のコミュニケーション能力を有する方ということで、ある程度のレベルにある方

に対して、更にリスクコミュニケーションに特化した研修をしていきたいと考えておりま

す。  続きまして、資料１－３について御説明をさせていただきます。「欧州食品安全機

関（EFSA）との協力－リスクコミュニケーション分野－」に限ってお話をさせていただき

たいと思います。 

  １月初めに EFSA に出張に行ってまいりました。目的は EFSA と食品安全委員会との間の

協力に関する協議を行うことでして、イタリアの EFSA の本部はパルマというところにある

わけですけれども、日本からいきますと、24 時間近くかかって到着するわけですけれども、

そこに齋藤事務局長と境情報・緊急時対応課長と私の３人で行ってまいりました。 

  ２ページ目ですけれども、今年１月８日、９日に EFSA を訪問したわけです。訪問日程の

次にありますように、お会いしたのは、キャサリン・ジェスラン・ランネール EFSA 長官と

ヘルマン・ケーターEFSA 副長官、昨年８月にも日本にお見えになりましたアン・ローラ・

ガッサン・コミュニケーション部長、イギリスから出向されているカレン・タルボット・

コミュニケーションアドバイザー、リスコミ関係ではこの４人の方にお会いいたしました。 

  まず１月８日月曜日にガッサン部長とリスクコミュニケーション分野の協力について、
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協議をいたしました。私の方から日本のリスクコミュニケーションについての最近の情報

ということで、このリスコミ専門調査会の報告書のポイントあるいはメディア対応につい

て、資料を用いて御説明をいたしました。先方からは、私どもの説明に対する質問に続い

て、EFSA の最近のリスクコミュニケーションについての御紹介がありました。そして、こ

れからの EFSA と食品安全委員会との協力について、私どもの方から御提案を申し上げまし

た。  「ガッサン部長との協議」の中での「主な議論」でございますが、私どもが意見交

換会に非常に重点を置いて、年間 80 回ぐらい、月に直すと６、７回、平均すると週に１回

か２回どこかでやっているという話をすると、その回数の多さに大変驚いておられまして、

それは大変だねということと同時に、どういう背景があって、そういうことをやっている

のかということで、これは齋藤事務局長の方から食品安全委員会発足の経緯などを踏まえ

た説明をいたしました。 

  もう一つは、日本の食品安全モニター制度に対して関心を持たれまして、どういうこと

をやるのか、どういう人を対象にやっているのかというようなことを聞かれました。 

  EFSA の方からのお話としては、11 月に EFSA で栄養・健康表示に関する会議というのを、

消費者団体や事業者団体も含めてですけれども、科学者の方を 200 名近く集めて実施をし

たということで、それは同時にビデオストリーミングで世界に流したというようなことも

御報告をされていました。非常にエキサイティングな議論があったというお話でした。 

  消費者のリスク認知に関する調査というのは、８月に来られたときにもガッサン部長は

御紹介をされておられましたが、ユーロバロメーターという EU 全体をカバーする世論調査

があるわけですが、その中で食品の安全性、特にリスク認知に関する国民、消費者の調査

を実施しておられまして、実は食品安全委員会ではまだそれに類する調査をきちんとやっ

たことがないわけでございまして、そういうことも含めて、今後やるときには EU と日本と

を比較できるような、ある程度協調した調査をやっていきたいというようなことを御提案

申し上げ、それはやっていこうということで御提案申し上げました。 

  これも EFSA が加盟 25 か国を集めて、リスクコミュニケーションのワークショップとい

うのをやっているというお話が前回あったかと思うんですが、今回はそれに関しては、ク

ライシス・コミュニケーションについてのワークショップをやったというお話がありまし

た。  私どもはリスクコミュニケーションの評価を求められているわけですが、EFSA にお

いては、どういうふうな評価方法をとっているのかというような御質問をいたしました。 

  それから、ガッサン部長との協議の中で、私どもから協力の提案をいたしまして、先ほ

どもちょっと申し上げましたが、消費者のリスク認知について、調査項目や調査手法など
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に関して、EFSA と食品安全委員会の間で情報を交換したいということを申し上げました。

これに対しては、ガッサン部長も是非積極的に協力をしていきたい、一緒にやっていこう

というお話でございました。 

  もう一点は、EU の加盟国を対象に EFSA が実施しているリスクコミュニケーションに関

するワークショップは、大変中身としては興味深いことをやっておられまして、また EFSA

というのは、25 か国の総まとめ的なことをやっているわけですが、ヨーロッパ各国におい

て、具体的な食品安全に関するリスクコミュニケーションをどうやっているかというよう

な情報も私どもはほしいと思っておりまして、そういう観点から、このワークショップに

日本から是非オブザーバー参加をさせていただきたいというお話をしましたところ、それ

については、長官の判断が要るということで、翌日に保留になりました。 

  ４ページでございますが、翌日に EFSA の長官との協議をいたしました。長官からは、リ

スクコミュニケーションというのは、EFSA の重点６分野の中の１つで、大変重視している

というお話でした。 

  EFSA はコミュニケーション・ポリシーの発展を図って、ステークホルダーとの対応を継

続していく考えであるということ。 

  ただ、ポリシーが目に見えることが重要である。効果の把握が重要である。EFSA という

のは、イタリアのパルマという、ある意味では地方にあるところでございまして、私ども

のように直接意見交換会あるいは直接的な国民、消費者への対応ができないということで

ございまして、あくまで各国を通じてしかできないということで、EFSA の知名度そのもの

は、決して高くないというようなことを御心配になられているようで、EFSA がやっている

こと、ポリシーが実際ヨーロッパ各国の国民、消費者の目に見えることが大変重要である

というようなお話がございました。 

  そして、ここでも日本の食品安全モニター制度に対して、強い関心を示されまして、ど

ういう人を対象にしているのかというような御質問がありました。やはり EFSA の活動が目

に見えにくいということの反映でもあろうかと思いますが、各地に拠点として置いている

食品安全モニターに対して、EFSA の長官は大変強い関心を持っておられました。 

  こういうこともあり、EFSA の長官からの協力の提案は、リスクコミュニケーションに関

するワークショップなどに、日本から専門家が参加することは大いに歓迎をいたします、

案内を出しますというお話でございました。 

  リスク評価結果についての情報交換やリスク評価手法についての情報交換とともに、リ

スクコミュニケーションについても、日本から学ぶことは多いので、是非経験の交流をや
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りたいという提案がございました。 

  具体的には当方から提案したわけですが、ある程度定期的に会合を持ちましょうという

ことで、最初の年次会合は、今年の秋ごろに日本側がホストする形で、東京で開催をした

いということを提案いたしましたところ、長官も非常に積極的で、できれば自分自身が日

本に行きたいというようなことも言っておられました。 

  参考２は、先ほど申し上げました地域の指導者育成講座のこれからの予定でございます。

  参考３は、鳥インフルエンザの関係でございます。 

  私からの御報告は以上でございます。 

○関澤座長  どうもありがとうございます。 

  御議論は全部まとめてからでよろしいですか。 

  それでは、次に厚生労働省の森田専門官からお願いいたします。 

○森田専門官  資料１－１の 13 ページになりますが、厚生労働省の取組につきまして、簡

単に御説明させていただきます。 

  「１．意見交換会」ですけれども、当省が企画したものとしては、２つございます。12

月 15 日に奈良県奈良市で、健康食品の正しい理解のためにということで行っております。

これは厚生労働省と奈良県と奈良市が主催をしたものでございます。１点修正をお願いし

たいんですが、コーディネーターですけれども、これは大臣官房参事官の中林が行ったと

書いておりますけれども、急な事情がございまして、梅垣先生にお願いをしておりますの

で、国立健康・栄養研究所の梅垣先生ということで修正をお願いします。 

  １月 15 日は、輸入食品の安全確保と BSE 対策ということで、米国産牛肉への対応状況、

BSE 国内対策ということで、BSE 関係はこの２つです。それから、輸入食品の関係では、

輸入食品の来年度の計画案についての意見交換を行っております。 

  14 ページでございますけれども、これは当省の企画ではありませんけれども、都道府県

あるいは団体から出席の依頼があって行ったものとして、４件ございました。 

  「○今後の開催予定」としては、本日ですけれども、同様に監視指導計画と食品添加物

の関係。それから、米国産牛肉の対応状況ということで、厚生労働省と農林水産省の主催

で行っております。 

  ２月６日には、HACCP 。  

  ２月９日には、食品添加物と残留農薬に関連した意見交換会を開催する予定にしており

ます。 

  15 ページですけれども「２．意見募集の実施状況」です。９件ございまして、３件は集
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計中、６件は募集中でございます。 

  「３．情報の発信（平成 18 年 10 月 16 日～平成 19 年１月 18 日）」ですけれども、同様

にホームページを通じた情報の提供を行っておりまして、16 ページは具体的にはというこ

とで、輸入食品に関する検査命令の通知等に関することを行っております。 

  パンフレットに関しましては『食品安全の確保に関する取組』というのがあるんですけ

れども、これはパンフレットとして更新をしたものということになっています。 

  「（４）動画の配信」といたしまして、輸入食品の安全確保を目指してということで、

輸入食品の監視指導の取組の紹介の動画もホームページに掲載いたしました。 

  以上でございます。 

○関澤座長  ありがとうございます。 

  それでは、農林水産省の引地消費者情報官からお願いします。 

○引地情報官  同じく資料１－１の 17 ページでございます。多少重複になりますので、省

略をさせていただきたいと思いますが、１の「（２）個別テーマごとの意見交換会等」に

つきましては、12 月に家畜衛生に関する意見交換会というものを開催させていただきまし

た。これまで BSE なり米国産輸入牛肉の問題がリスクコミュニケーションでは多かったん

ですが、そういった話題ではなくて、いわゆる家畜衛生一般について、国民の方によく知

っていただきたいという趣旨で行いました。 

  農薬に関する意見交換会は、今までお話したとおりでございまして、各地で実施してい

るところでございます。 

  「２．意見募集の実施状況」については、御覧のとおりでございます。 

  参考資料５を開いていただきたいと思います。皆さん既に新聞紙上で御承知かと思いま

すが、宮崎県におきます高病原性鳥インフルエンザの発生についてでございます。 

  １枚めくっていただきまして、これは発生当初のことではなくて、現段階のことについ

て書かさせていただいております。発生は恐らく 11 月 10 日ごろ、宮崎県清武町のブロイ

ラーの種鶏を生産する農家でございます。そこで３棟ある鶏舎のうち、１棟で鶏の死亡が

見られたということで、翌 11 日にかなり死亡が見られたので検査したところ、鳥インフル

エンザを疑うということで、検査したところ、２の（１）にございます H5N1 亜型のＡイン

フルエンザということで、これは非常に重篤な、鳥がばたばた死んでしまうということで、

高病原性のかなり強毒タイプのインフルエンザです。韓国で発生しているインフルエンザ

と同じものでございます。 

  ここの農家の衛生状況もよかったということと、通報が早かったこともございまして、
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直ちにそういった鳥の処分あるいは消毒等を行いまして、現在のところ、この農場におけ

る防疫措置は完了しております。現在、移動制限を行っておりまして、当該農場から半径

10 キロ以内の鶏の農場関係の鶏はもとより、生産物の移動を制限しております。関係者の

人の制限もしておりまして、現在、周辺農家の清浄性の検査を行っております。大体 21

日間清浄の確認をいたしまして、その間、何も起こらなかったらば解除というとことにな

りまして、現段階では最短で２月７日を予定しております。 

  現在、今回の高病原性鳥インフルエンザの原因、感染経路の究明というところに関心が

移っておりまして、15 日に究明チームを設置いたしまして、17 日に現地で検討会を開きま

して、今まさに検討、協議をしている状況でございます。 

  今回の件につきましては、通報が早かったということで、緊急防疫措置がかなりきちっ

とできたのではないかということが１つと、２点目は、国民の方、関係者の方への情報提

供を相当させていただきました。そういうこともあって、比較的冷静な対応をしていただ

いたのかなということでございます。 

  残る３つ目は、まさに原因究明ということで、11 月に韓国で同様の病気が発生しており

まして、渡り鳥説というのもございますし、予断を許さず、原因究明を鋭意やっていきた

いということでございます。 

  なお、食品安全委員会の方から、委員長談話ということで、先ほど説明がございました

参考資料３の委員長談話とともに、鶏肉鶏卵の安全性についても解説書をおまとめていた

だいたわけでございますが、私どもは各地でこれを情報提供させていただいて、使わせて

いただいて、非常に有効に機能したのではないかと思っております。大変ありがとうござ

いました。 

  私の方からは、以上でございます。 

○関澤座長  どうもありがとうございました。 

  それでは、次に食品安全モニターからの報告と「食の安全ダイヤル」の御報告を吉岡課

長からお願いします。 

○吉岡勧告広報課長  それでは、資料１－１でいきますと 11 ページ、12 ページ、資料１

－４、資料１－５に基づきまして、御報告をさし上げたいと思います。 

  まず食品安全モニターからの報告です。９月、10 月、11 月分でございますけれども、資

料１－４は９月分の報告で、48 件の報告がございまして、内容的には食品表示関係が９件、

食品衛生管理関係が８件、その他ということで、件数的には最も多くなっておりますが、

放射線照射食品あるいはいわゆる健康食品等に関しての御意見、お問い合わせが多うござ
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いました。 

  「２．リスクコミュニケーション関係」は３ページでございますが「○  リスクコミュ

ニケーションと義務教育について」と題しまして、16 年７月の「食の安全に関するリスク

コミュニケーションの現状の課題」の中にあります義務教育程度の知識があれば理解でき

る言葉と説明方法による情報提供が必要というところから、専門家・情報提供者は具体的

な語彙や知識のリストを明示する必要があるという御意見でございます。 

  これにつきましては、食費安全委員会としては、現在のホームページ、季刊誌、意見交

換会などの取組とともに、用語集、更にはメルマガにおける用語解説の取組を御紹介して

いるところでございます。 

  25 ページにまいりまして、10 月分のモニターからの報告ですが、19 件でございまして、

この月はリスクコミュニケーション関係が５件、食品表示関係が６件という状況でござい

ます。 

  「１．リスクコミュニケーション関係」は 26 ページでございますが、先ほど説明がござ

いました地域の指導者育成講座について、今後全国展開をしてほしいという御意見。 

  また国民への啓蒙普及活動について、きめ細やかに行ってほしいという御意見でござい

ます。 

  また、BSE に関するリスクコミュニケーションに参加しての御意見等でございます。 

  41 ページにまいりまして、食品安全モニターからの 11 月分の御報告ですが、30 件ござ

いまして、その他 10 件は先ほどと同じような内容でございますが、食品表示関係７件、リ

スクコミュニケーション関係は３件となっております。 

  42 ページからでございますが、地域の指導者育成講座に参加して、これは第１回目の東

京会場での講座に出席いたしまして、講演の内容ですとか演習の課題等の趣旨がよくわか

らなかったというような御意見がございましたので、こうした御意見またアンケート結果

に基づきまして、先ほど永田リスコミ官の方から御説明いたしましたような改善を行って

おるという状況でございます。 

  43 ページは「○  市民対象のリスクコミュニケーションについて」。従来の意見交換会

では限界があるので、自治体と協力して市民対象のリスクコミュニケーションを推進して

ほしい。また、消費者への説明が不十分なので、消費者が納得できる方法を検討してほし

いといった御意見などをいただいております。 

  モニターからの御意見は、12 月には 58 件、１月 18 日現在では 13 件の御報告をいただ

いております。 
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  それから「食の安全ダイヤル」は、資料１－５でございます。10 月分は 54 件ございま

した。 

  ５ページにまいりまして、11 月は 56 件でございます。 

  ９ページにまいりまして、12 月につきましては、後半に新聞等を通じまして政府広報で

「食の安全ダイヤル」の周知を図ったこともございまして、件数的には 151 件ということ

で非常に多くなっております。 

  内容といたしましては、特に 11 月以降、トランス脂肪酸の関係が非常に増えております

ことと、またノロウイルスの関係についてのお問い合わせが多くなっておりまして、よく

あるお問い合わせということで、問いと答えの形でホームページにも掲載しているものに

つきましても、トランス脂肪酸やノロウイルス等について、問いと答えを出しておるとこ

ろでございます。 

  以上でございます。 

○関澤座長  どうもありがとうございました。 

  それでは、続きまして、私の方から資料１－６を使って御説明いたします。 

  昨年 12 月に開かれましたアメリカのリスク研究学会に、食品安全委員会より出張を依頼

されましたので行ってまいりました。事務局の細川様と一緒に参加させていただきました

ので、概要を報告させていただきます。 

  「SRA 研究発表全体からの感想」ということで書きましたが、昨年の本学会に私は参加

していますが、魚をほとんど食べないアメリカ人が魚からのメチル水銀摂取などのリスク

をかなり深刻に考えているようです。魚食のメリットとの関係で、コミュニケーションに

苦労している発表が何題か見られました。 

  一方、日本で多くの方が心配しておられる食品経由の BSE 感染リスクについての発表は、

去年も今年もありませんでした。 

  後で御紹介しますが、１題だけ変異型ヤコブ病感染者からの輸血によるリスクについて

の発表がございました。 

  このように、リスクの認知と食生活習慣や社会文化的な背景の違いが大きく、昨年私は

アメリカの大学の研究者にアメリカの新聞報道では BSE について、どういう報道をされて

いるかの報告をお願いしましたが、消費者が主体となったニュースの報道はほとんどなく、

生産者側と農務省サイドから見た報道が多かったようです。今回のアメリカの学会発表は

そのような報道ぶり、食生活習慣との関係を示すものです。このようなことを念頭に置い

て、国内外でもリスクコミュニケーションの展開が必要となるのではないかと思われます。 
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  最初にワークショップに参加して、その後、基調講演等がありましたが、個別セッショ

ンからの報告をかいつまんでお話しさせていただきます。 

  ２枚目の４行目、５行目ですが、これが Potential Variant Creutzfeld-Jacob Disease

のリスクを Blood Donors から計算したという報告でした。輸血によって、どの程度のリス

クがあるかという分析でしたが、イギリスでの発症率とアメリカで確認された患者さんの

数と供血者の旅行歴を組み合わせ、モデル計算をして、36 年間に１例あるいはワーストケ

ースで１年間に３例発症ということで、あまり問題がなさそうだという報告でした。ただ

し供血が血液製剤の製造に使われているということは想定の中に入れていなかったようで

した。ＢＳＥ関係報告はこの 1 件あったということです。 

  マスメディアとの関係では、日本の方の報告なんですが、みのもんたのワイドショーを

取り上げて、市民の半数が遺伝子組換えトマトに遺伝子がないと認知したという報告を交

えて、またこれは前からよく言われていますが、日本の学生が OECD 諸国中で科学への関心

が最も低いとするレポートを引用し、日本人の科学的な知識不足をアピールし関心を集め

ました。アンケートのやり方について、詳しい報告がなかったので、どういう対象や方法

でこういう回答になるのかということに、少し問題が残ったように思いました。 

  魚食の養殖リスクですが、養殖の鮭が、特に遺伝子組換え鮭が養殖されていて、それを

めぐるリスク認知について、詳しい手法については、ここでは御紹介しませんが、新技術

導入前にリスクコミュニケーションを展開するということで、紹介がありました。 

  ３枚目は、ヨーロッパからの報告ですが、４行目に「食品のリスクコミュニケーション

と消費者の安心感」ということで、非常に興味深かった論点は、安心感を決定する要因と

して、ペシミズムとオプティミズムということを言っていますが、ペシミズムとオプティ

ミズムが独立の要因に別々に左右されていることを指摘しています。すなわち、もともと

悲観的には人はすべてのことについて悲観的になりやすい。楽天的な方は、そうではなく

左右する要因が違うということを認識して対応しなければいけないということを言ってお

りました。 

  世の中には、もともとどうしても悲観的に考える方がおられますので、それを間違って

いるとか、いけないと言うわけにいかなくて、簡単に言えばそういう方も勿論おられると

いうことを前提にしてリスクコミュニケーションをやっていかなければいけないという感

想でした。 

  次に EFSA のリスクコミュニケーション活動についての報告ですが、下から 10 行目に遺

伝子組換え、野生と養殖の魚、山羊の BSE 、semicarbazide の４事例について、EFSA 組織
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の評価を踏まえてフィードバックの取組を行っていることを紹介されました。 

  ４枚目の、主にシーフードのリスクについての話なんですが、例えば６、７行目の心血

管系疾患を減らすという魚食のベネフィットと、メチル水銀摂取に伴う神経障害リスクに

ついて、TIME 誌が Psychology of Risk としてリスクトレードオフ、魚を食べることのベ

ネフィットとリスクの関係について取り上げたため、よけい関心を呼んでいるようです。 

 例えば 39％の方がメチル水銀に高い関心を持っており、55％が少しは関心があるという

ことで、トータルとして非常に関心が高いことを示しています。私はその場でコメントを

させていただいて、日本とアメリカの比較容易な曝露データはないですが、平均値では日

本人は１日約 100g 近く魚介類を食べていて、アメリカ人は 20g というデータがあります。

しかし、アメリカではよく食べる人とそうでない人を分けないで、単純平均をとっている

のですが中央値を見ると、０g になっています。特に食べる人に引っ張られた値なので、

より実際的に見ていくと、アメリカ人は日本人の約 20 分の１ほどしか魚を食べていないと

思われます。日本人の実際の曝露データからいって、メチル水銀のリスクは、現状では大

きな問題にならないという報告もあると紹介しました。逆に日本人は、アメリカの約５分

の１か６分の１ぐらいしか牛肉を食べていないということもあり、最初に述べた感想につ

ながるわけです。 

  一番下の方ですが、市民が何を知っているか、何を知らず不確実と判断するかというこ

との分析がありました。不確実と判断する場合に感情が判断を大きく支配して、不安がよ

り大きいと思ってしまうということです。また、マスコミについては２通りの役割があっ

て、１つの情報を非常に確実なものとして報じたがる場合と、対立する仮説を不必要にバ

ランスをとって報道しようとする場合があって、両方ともそれなりの問題があるのではな

いかという指摘がありました。 

  非常にかいつまんだご報告をさせていただきました。 

  三府省の取組と私の出張報告等を併せてお話をさせていただきました。食品安全委員会

としては、新たな取組も展開されており、指導者養成講座など積極的な展開をされていま

すが、皆様から御意見をいただければと思います。 

○近藤専門委員  この養成講座は、一番最初に御説明をいただいたときから大変関心を持

っておりまして、この委員会の１つの目玉になっていってもいいなと前から思っていたん

ですけれども、堀口先生の話は１回この場で聞かせていただいたことがあるんですが、実

際に演習というのを拝見したことがないので、それも傍聴といいますか、オーディットす

ることは可能ですか。 
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○永田リスクコミュニケーション官  はい。可能です。今度は埼玉でやりますけれども、

なかなか近くでやることがあれですので、それは可能です。 

○近藤専門委員  遠い場所だと、勿論、自分の都合で伺わせていただくので、こちらの日

程と場所があれば、あまり少人数のところだと参加の方に申し訳ないと思うので、希望日

を言って御相談させていただければよろしいでしょうか。いろいろな意味で、リスクコミ

ュニケーションのあるべき姿を見ていくのに、知っておくことは重要ではないかなと思い

ますので、よろしくお願いします。 

○永田リスクコミュニケーション官  ちょっと補足させていただきますと、この演習は「リ

スクコミュニケーション専門調査会」の吉川先生が開発された手法でして、それを堀口先

生が実際に実践をされているということです。単に見学いただくだけではなくて、実際、

中に入って自分でやってみると、また実感を持って知ることができるのではないかと思っ

ております。 

○関澤座長  ほかに何か御質問、コメント等ございませんでしょうか。 

○唐木専門委員  今の件で、勉強会をやるなどというのはできませんか。 

○関澤座長  実際にやってみるということですか。 

○唐木専門委員  それはみんな必要だろうと思います。 

○永田リスクコミュニケーション官  検討してみたいと思います。 

○関澤座長  どうぞ。 

○近藤専門委員  続いて申し訳ありません。 

  関澤先生の御報告の件で大変興味を持ちましたのは、最後の４ページの対応なんですが、

２行目のところでよりリスクが大きいと思われると不確実と判断するというところなんで

すが、これは不確実だと思われるとよりリスクが大きいと判断するということではないん

ですね。これはこれですごく意味があるなと思ったんですけれども、もし補足していただ

ければ、この辺は非常に意味が大きいと思います。 

○関澤座長  そうですね。今、手元に資料がないので確認しますが不安が大きいとより不

確実性が大きいと思われるということだったと思います。 

○近藤専門委員  これは基の資料とかはおありになるんですか。 

○関澤座長  これは細川さんが入手してくれたスライドのコピーがあり、それから要約し

たものです。どうぞ。 

○中村専門委員  いろいろなことをお伺いして勉強になりましたが、その中で、例えば講

習会とか育成会などについて、実は東京都も食品表示に関して、年間４、５回の講習会を
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行っており、私が重視しているのは、そこでのアンケートです。これまでいろいろなこと

をお聞きしていて、データに基づいたお話がありました。 

  関澤先生のお話などでも興味を引いたのは、例えば食品のリスコミと消費者の安心で、

総合的に検討した結果という表現がなされておりますが、これがやはり何らかのアンケー

トみたいなものの解析結果ということですが、この点がこの分野で果たしてスタンダード

化されているのかどうか、ということを感じております。 

  別の分野では、例えば環境疫学のぜんそくの評価では、国際的な評価と日本の評価は大

体スタンダード化されています。日本独自の評価法もあって、その場合はどうもデータの

比較検討が難しいというようなことも指摘されております。そこで徹底して行われるのは、

やはりアンケートの各項目の妥当性と解析手法というようなことであって、当然そういう

ものが確定すれば、結果解析においても、クロス集計などにより、何かと何かの相関性と

か、そういうものも出てくるだろうし、この食品のリスコミの分野でも是非そういう手法

などを確定していく必要はあるのかなと思います。いかがでしょうか。 

○関澤座長  この点につきましては、後ほどの議論でも１つの焦点になってくると思いま

すが、食品安全委員会などが行っているリスクコミュニケーションの評価とそのフィード

バックとが大事ですけれども、是非この専門調査会でも皆さんに御議論いただければと思

います。現在行っている方法案について、具体的に御説明いただいた上で議論していくこ

とができるかと思います。 

  どうぞ。 

○川田専門参考人  先生の御報告の中で、みのもんたと最後にマスコミの役割というのが

あるんですが、今それこそテレビで納豆の問題等々において大変な騒ぎになっていますが、

当委員会で取り上げるとか議論するという形においては、マスメディアの正確な報道、防

止というのが１つテーマにあると思います。ですから、その辺はたまたま両方重なりまし

たので、所見でもいただきたいなと思います。 

○関澤座長  挙手がありましたので、どうぞ。 

○唐木専門委員  今、学術会議で科学者の問題を取り上げているんですけれども、科学を

いかに正しくやるのか。いかに科学のいんちきをなくすのか。その問題と全く同じことを

やっているんです。最近のテレビ、特にあの番組はいかにも科学を装って、データを出し

ている。しかし、そのデータの出し方をよく見ると、全く科学になっていないだけではな

くて、ああいういわゆるいんちきをやってしまった。その辺のところは、共通項があるよ

うな気がするんです。やはり科学というのはどういうものかというところを、もう少し我
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我も当然科学的な根拠に立ってやっているわけですから、その辺のところをいかにして、

きちんとした科学やるのかを議論しておく必要が確かにありますね。 

○関澤座長  どうぞ。 

○神田専門委員  指導者の育成講座の関係で、アンケートとかが寄せられていますけれど

も、円グラフで表している。そこの参加者の構成というんでしょうか、地域のばらつきと

かということはあるんでしょうか。大体同じようなバランスで、調整して呼びかけている

のか、その辺もあると思います。そうでないと、アンケートの比較というのもなかなかど

うなのかなということを思いました。 

  もう一つは、呼びかけのところで、堀口先生の御紹介がどうしても医学博士というだけ

で、このテーマについて、どのくらい御専門の方なのかというのが伝わってこなくて、私

も質問された覚えがあるんですけれども、もう少しその辺の説明をしておいた方がいいの

かなと思います。 

  資料１－２のところを見ておりますけれども、19 年度も引き続き指導者育成講座という

のをやっていこうというお話でした。13 の自治体がやりたいということなので、そこを中

心にとおっしゃっておりましたけれども、１つはこの目的、ねらいのところをにらんでい

ったときに、もう少しねらいに合った内容にしていって、本当に指導者が育つあるいは新

規のところでは、リスクコミュニケーターということで、実際にそういった方を育ててい

くということでは、ただ一般に参加が広がればいいということではなくて、ここの目的を

もう少し鮮明にして、本当に実際に活躍できる人をつくるということで、新規のところに

ついては、１を引き継ぎながらも、やっていっていただきたいなと思います。１の方の既

にやった方を対象に、２の新規の方でやるということでもないんですね。その辺の関係を

お願いいたします。 

  ちょっとばらばらしますけれども、そういった意味で、私はここが直接そういった講座

を行うことだけではなくて、むしろ、地方自治体の担当者の専門のところが勉強させると

いうんでしょうか、その辺は地方自治体の担当者がレベルアップするというか、講座をし

て、その人たちが各地方でやっていただけるようなことにしますと、全県に広がる可能性

がより高いと思いますし、この場合、今年が十幾つで、来年が 13 ということでは、まだま

だ半分強ぐらいにしかなりませんので、そういった広がりということと深めるということ

を考えて、もう一回、講座の中身も見ていく必要があるのではないかと思います。 

○関澤座長  どうぞ。 

○永田リスクコミュニケーション官  貴重な御意見ありがとうございました。 
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  アンケート調査につきましては、確かに神田専門委員がおっしゃったように、参加者に

ついてはばらつきがあります。消費者の方にたくさん出ていただているところと、特別区

の場合は、まさに食品衛生監視員ばかりだったということもありまして、それぞれの自治

体と一緒にやっているものですから、自治体の思惑もあり、あるいは実際の物理的な制約

もあり、かなりばらけているというのは事実でございます。その辺も含めて、アンケート

調査については、全部終わった段階で、もう一度再度まとめて、御説明するようにしたい

と思います。 

  目的、ねらいを明確にというのは、私どももまさにそのとおりだと思っておりまして、

正直申し上げて、これは初めての事業で、これまでは開催することだけで精一杯だったと

いうのが実態でございました。何回か経験を重ねてまいりましたので、そういう意味では、

来年度に向けて、おっしゃったように、もう少しねらいを明確に、目的を明確にというこ

とについても考えていきたいと思います。 

  来年度につきましては、一応、原則的には、今年の上乗せということで、今年やったも

のに、更にかぶせようという考え方をとっておりますので、今年出ていただいた方に更に

ということも勿論ありますし、既に一定のレベルに達しておられる方については、それを

前提に更に上にというような考え方を持っております。いずれにいたしましても、広がり、

深みというのは、まさにそのとおりだと思いますので、中身につきましては、十分検討さ

せていただきたいと思っております。 

○関澤座長  どうもありがとうございました。 

  ロールプレイというのは、相手の立場を理解する相互理解ということが大きな目的のひ

とつで、そのことを通じて信頼感を醸成していくということと、もうひとつ今回の養成講

座では、自分が参加できる参加型ということが一つのポイントだと思います。 

  しかし、御指摘にあったように、食品安全委員会が、直接対応できる人数というのは、

どうしても大きな制約がありますから、やはりいろいろなレベルでやっていくということ

がこれから大事になってくると思います。 

  また、唐木先生がおっしゃったように、科学者が科学的な問題について語るときのあり

方についても、参考というか、何か目安みたいなものもここでディスカッションして、そ

れも参考にして食品安全委員会等が発言していっていただけるように、あるいは外部の科

学者の方にも参考にしていただけるようなことも大事かと思います。 

  挙手がありましたが、福田さん、よろしいですか。 

○福田専門委員  この地域の指導者育成講習会ですが、東京のときもそうでしたが、今回
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の埼玉とか三重での講習会でも、公募の人数が 10 人とか、20 人とか、少ないと感じてい

ます。私の周りでも、高校の家庭科の非常勤の先生とか、消費生活アドバイザーの方など

も、一応、申込みをしたようですが、「多分通らないわ。」と残念がっています。もう少

し人数的に公募の方も多く取るということは可能なのでしょうか。 

○永田リスクコミュニケーション官  基本的に、東京都の特別区は別にして、公募を取り

入れているんですけれども、やはり地域によって募集状況が全然違いまして、確かに東京

でやったときには非常に多くの、３倍というような人数がおられましたけれども、地方で

やると必ずしもそうでもなくて、確かに場所によって違うということもあります。 

  ただ、冒頭申し上げたように、目的というのはやはり地域の指導者の方に食品安全委員

会の役割なり、リスク分析の考え方をよく理解していただきたいということもありまして、

ある程度、やはり地域の指導者というのは、県の方でこの方を指導者にしたいという考え

方があるようですけれども、それにプラス、勿論、一般の方も入っていただいて、それで

全体に対する刺激を与えていただくといったこともありますし、一般の方に広げていくと

いう意味もあるんですけれども、やはり、ある程度のバランスを考えなければいけないと

いうことで、ただ、埼玉は恐らく、また公募をするということになると思いますけれども、

あそこはかなり余裕があると思いますので、是非、また応募いただきたいと思います。 

○福田専門委員  今、埼玉は 10 人だけ公募で募集しています。 

○永田リスクコミュニケーション官  実施するところの意向もあります。 

  それから、物理的に演習をやるとなると、やはり無制限に増やすというわけにはいかな

くて、50 名から、どんなに頑張っても 100 名ぐらいが限界だということでして、その点も

あります。 

  先ほど、神田専門委員の御説明にきちんとお答えできなかった部分もあるんですが、や

はり都道府県の方が、あるいは自治体の方が中心になって進めていく必要があるというふ

うに考えておりまして、そういう意味では、将来的には、現に実際、私どもが研修をした

自治体の方が自分で演習をやるというようなことも既に始めておられますので、我々が直

接やるのは都道府県の指導的な方を中心にということで、指導的な方が更に一般の方に広

げていただくという広がりを持てるようなやり方を考えていくのが効率的ではないかと考

えております。 

○関澤座長  どうもありがとうございました。時間が限られていますので、ここで最初の

議題についての議論は区切りとさせていただきます。 

  それでは、本日２つ目の議題で「（２）『食品健康影響評価に関するリスクコミュニケ
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ーションの推進』の事後評価（内閣府政策評価）に係る達成目標（案）と測定目標（案）

について」の御紹介をいただきたいと思います。 

○永田リスクコミュニケーション官  それでは、資料２に基づきまして御説明をしたいと

思います。 

  「食品健康影響評価に関するリスクコミュニケーションの推進に係る政策評価（案）」

ということですけれども、１枚おめくりいただきますと別紙というのがあると思います。

「内閣府本府政策評価基本計画」となっておりまして、これは「行政機関が行う政策の評

価に関する法律」に基づいて、内閣府として政策評価の実施方針や実施体制を決めるもの

でございます。 

  それをずっとおめくりいただきますと、最後に表があると思いますが、12 ページを御覧

いただきますと、下から３つ目の箱の中に「食品安全行政」という政策分野に関して「食

品安全委員会事務局」という部局が「食品健康影響評価に関するリスクコミュニケーショ

ンの推進」という政策を実施する。これについて事後評価をするということが定められて

おります。 

  実は平成 17 年から 19 年までの３年間でということになっておりますが、18 年度までや

っておりませんで、来年度は是非ともこれをやらなければいけないという状況になってお

ります。そこで、私どもも事務局としてこういうのでどうかという案を考えておりますも

のが１枚目にあるものでございます。 

  まず、政策評価でございますので、しかも、19 年度１年間について評価をしなければい

けないという制約がございます。 

  更に「測定指標の条件」として「アウトプット指標ではなく、アウトカム指標であるこ

と」。つまり、会議を何回開いたとか、印刷物を何枚配ったとかそういうことではなくて、

我々が何かアクションを起こした結果、相手がどういうふうに変わったのかというアウト

カム指標が、まず一つの条件です。 

  「定性的な指標ではなく、定量的な指標であること」。何％、何割というようなことが

はっきり出せる指標であるということ。 

  「基準となる指標（ベンチマーク）があり、測定可能な指標であること」。つまり、既

に現状値がこうなっています。これを何％まで持っていきます、あるいは何割引き上げま

すというようなことが言える指標であること。 

  「外部要因による影響が少なく、政策努力の成果が適切に反映される指標であること」。

例えば、インターネットのアクセス数などというのは、やはり大きな食品事故が起こると
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どっと増えてしまうし、だから、そういうものは外部要因による影響が大きいということ

で、なかなか、私どもの政策努力が適切に反映されないおそれがあると考えております。 

 「測定指標」については、今、申し上げた４点を加味しまして、２つ挙げております。  

「意見交換会の参加者に対するリスク分析の考え方や食品安全委員会の活動についての理

解に関するアンケート調査」。私どもが意見交換会のときにアンケート調査を行って、そ

こで参加者の方が、リスク分析の考え方や食品安全委員会の活動について理解が増進した

かどうかということを聞きたいというのが１つでございます。 

  もう一つは「メールマガジンの月別登録者数」でございます。なぜ、こういうふうなこ

とにしたかということを下に書いてございます。 

  １つは、リスクコミュニケーションの推進においては、リスク分析の考え方をよく理解

していただいた上で、食品の安全性について考えることができる関係者を増やすことが大

変重要であるということで、１つは、この意見交換会を対象にしたいということです。こ

れは、意見交換会が一番ストレートに評価の数字になっているので、アンケート調査を必

ず取るようにしておりますし、ストレートに数字が出てくるということがございます。 

  ただ、この意見交換会は、全国的にやっておりますが、やはり主要都市中心になってし

まいますので、全体、全国総体的にということになりますと、地方も含めて取る必要があ

ると思っております。地方のデータを取るということにおいては、インターネットのアク

セス数などが非常にいいと思うんですけれども、先ほど申し上げたように、若干、インタ

ーネットのアクセス数などはそういういろんな外部要因に影響され過ぎるという問題もあ

りますので、ここではメールマガジン。割と主体的に、この食品の安全性に関心を持って

自ら登録をしてくるというところの数が有効ではないかと考えております。 

  それで、過去に食品安全委員会が開催した意見交換会のアンケート調査では、私どもが

説明した内容について理解が深まったとする人の割合は平均すると 40％であったわけで

すけれども、私ども政策努力によって、できるだけわかりやすい資料をつくる、わかりや

すい説明をする、あるいはターゲットを絞った意見交換会を持つというようなことにより

まして、この理解を増進した者の割合を１年間で 50％以上に増やしたい。これを一つの政

策目標にしたいということでございます。 

  もう一つは、メールマガジンの登録者数でございますが、これは毎月増えてはいるんで

すが、発行当初に比べて、その増え方がどんどん減ってきているということでございまし

て、私どもは、このメールマガジンをきちんとＰＲし、登録者の増加に努力をしていくと

いう政策努力によりまして、この減少を食い止めて、きちんと確実に、着実に登録者数を
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増やしていきたいと考えておりまして、ここでは「平成 19 年度末のメールマガジンの登録

者数」を前年度末よりも 30％増加させるということを一つの目標にしております。 

  そのほかに「参考指標」といたしまして、これは定量的に、きちんとした測定指標では

ありませんが、評価をする上での参考指標として「対象を絞った意見交換会の開催数」「地

方都市での意見交換会の開催数」「パネルディスカッション方式の意見交換会の開催数」、

あと「フォーカスグループインタビューの開催数」というものを参考指標として用いて、

トータルとして平成 19 年度の食品健康影響評価に関するリスクコミュニケーションとい

う私どもの政策努力を、客観的に数字で評価をしていきたいと考えております。 

  以上でございます。 

○関澤座長  この政策評価案ですが、お出しになったのは自己評価ということを考えてい

らっしゃるのかということと、２つ目は、いついつまでに案を案でなくするというタイム

リミットがあるのかということ、それから、食品安全委員会、あるいは内閣府の評価です

ので、リスクコミュニケーションということになりますと、今日もおいでいただいている

ように、厚生労働省や農林水産省との連携がどうしても必要になってくると思いますが、

その辺についてはどういうふうになるのかということです。 

○永田リスクコミュニケーション官  まず、自己評価かどうかということですけれども、

政策評価は自己評価になっておりますが、トータルとして専門家の意見はお聞きするとい

うことになっておりまして、まず、ここでリスクコミュニケーション専門調査会の御意見

をお聞きしたいというのが１つ。それから、内閣府全体では、また専門家の御意見をお聞

きするということになると思います。 

  タイムリミットでございますが、19 年度の評価をするということで、これから、これも

本当は 18 年度から始めておくべきことであったというようなこともありまして、一番遅れ

ているわけですけれども、これから内閣府の手続に入りますので、基本的には今月中ぐら

いに枠組みを決めて、それから、内閣府のヒアリングに入っていくということになりまし

て、来年度の４月１日からは実施をするということになります。 

  農林水産省、厚生労働省との関係でございますが、これは勿論、協調してやっていくと

いうことではありますけれども、ここでは基本的に私どもの政策努力が適切に反映され、

かつ、評価そのものに、ある意味で効率的に評価ができるという指標を選んでおりまして、

確かにずっと深く広げていけば、より正確な情報になると思いますけれども、現実の話と

しましては、ある程度、実行可能なという観点から、効率性という観点から、ここまでや

っておけば最小限の評価はできるだろうという観点から、この２つを選ばせていただきま
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した。 

  ある意味では、このリスクコミュニケーション専門調査会の中において、リスクコミュ

ニケーション全体の評価というのもまたやっていただくことになっております。これにつ

いては、こんな１か月、２か月でできる話ではないと思いますので、全体の評価として、

これは勿論、厚生労働省、農林水産省も含めてということになると思いますけれども、よ

り大きな、全体的な立場からきちっとした評価をお願いしたいと考えております。 

  この政策評価は、あくまで内閣府の横並びの政策評価の一環としてやるということにな

っておりますので、その範囲で御議論いただければと思っております。 

○関澤座長  皆さんからの御意見はございますでしょうか。 

  どうぞ。 

○唐木専門委員  これは非常に難しい項目なので、基本的にはこれでいいと思います。 

  １つだけ、いろんなところで自己評価を外部評価にさせられているので、そういう立場

から言うと、２番目のメルマガの登録者数。これは登録者数を上げること自体が目的では

あり得ないはずなんです。登録者数を上げることが何かいいことがあるから上げるんだ。

そこのところは何なのか。あるいはそれを調査しているのか。 

  ですから、一つのアイデアとしては、例えば上の方のアンケートにこういう項目があっ

て、メルマガを登録している人といない人で何か大きな違いがあるのかとか、そういう客

観的な証拠があった上で、だから登録者を増やすんだということを目標に掲げました。そ

の辺が必要だろうと思うんです。 

  ちょっと御検討ください。 

○永田リスクコミュニケーション官  ありがとうございます。 

  ちょっと補足させていただきますと、申し上げたように、メルマガを登録するというの

は、やはり登録する方の主体的な行為であって、我々が何かをやっているのではなくて、

あくまで我々があらゆる場でメルマガのことをきちんと御説明すれば、それは特に地方、

意見交換会に来ていただけない方も含めてですけれども、そういう方が主体的に食品安全

委員会の情報を受け取っていただける。 

  確かに、これ自体が目的にはならないと思いますけれども、我々が一方的に何かを配る

ということよりもアウトカムに近いのではないかと考えておりまして、先生のおっしゃっ

たことは工夫をしたいと考えています。 

○関澤座長  どうぞ。 

○近藤専門委員  細かいところのアイデアを申し上げておきますと、やはりアウトカム指
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標というのは非常に重要だと思うんです。 

  それで、メルマガですけれども、登録者数だけではなくて、要するに開封率というのを

入れていただくと全然違ってくると思うんです。登録だけだったらする人はいっぱいいる

んですけれども、実際に何人が見たのか。それから、どこのページを見たのかというのは

調べられるはずなので、それを是非、取り入れていただきたいというのが１つ。 

  それから、簡単にできる定量評価としては「食の安全ダイヤル」の認知を高めるという

ことが非常に大きいと思いますので、実際、何件問い合わせがあったのか。さっき、リス

クではなくてクライシスがあるときにぼんと増えると言いましたけれども、勿論、それ自

体もクライシスがあったときにここに聞いてくるということも非常に大きい指標になると

思いますので、その両方の分析を併せていけば、現在やっていらっしゃる作業と比べて大

きい負担にならずに定量指標として取り入れられるのではないかと思います。 

  当然のことながら、食品安全委員会自体のホームページのアクセス数の変化で、例えば

ホームページの見方を変えたとか、ホームページの告知をどれだけしたらどれだけ上がっ

たというようなことも比較的簡単に定量評価としてできるのではないかと思います。 

  御参考までに申し上げておきます。 

○関澤座長  どうぞ。 

○中村専門委員  定量的な評価については、結局、測定可能な指標であるということです

が、この数値に対して外部要因によるバイアスがかかっているということは、データを取

ってみて総合的に判断してみないとわかりません。いいデータだと思って取っても、それ

にどういうバイアスがかかっているかということを総合的なデータの中から見ないといけ

ないということがあると思いますから、単純に、最初にこれだと決め込んでやるよりは、

その周辺の多くの情報を収集して、それらが互いにどのような影響を与えているかという

ことを調べることは必須要件かなと思います。 

  それから、このリスクコミュニケーションの分野だけではないのですが、むしろ我々の

行政分野においても、この政策努力の成果をどうとらえるかということで、まさにポジテ

ィブリストとかでも、原因を制御できるか否かということが一つの論点であり、制御でき

ないものが、今、この分野においても多く導入されている現状があると思うんです。そう

すると、それは結局、制御ではなく選択のための指標としての評価なのかどうかとか、こ

こら辺は少し明確に、今の技術で制御できるものと、それを超えて選択するというものと

で質が違うのかなというふうには思いますので、リスコミの評価においても、そこら辺は

ある程度、大ぐくりではなくて、ケアする必要があるのかなと感じております。 
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○関澤座長  私の方からですが、２つの数値指標を挙げられているんですが、リスク分析

の考え方や食品安全委員会の活動について、リスク分析の考え方について理解を広めると

いうのは、意見交換会などを通しても非常に至難のわざだと思います。少なくとも、食品

安全委員会としては、科学的な安全性評価の手法について少しでも理解を進めていただく

とか、それに対する信頼性を増すということなどでしたら、いろいろな形で調査するとい

うことも可能だと思うんです。 

  リスクというのは、どうしても一般の方から見ればたいへん難しい話になってしまうの

で、科学的な安全性評価というものについて少しでも理解を広めていただき、また信頼性

を増すということがすごく大事なように思いますので、そういう指標を設定していただく

ということも検討していただければと思います。 

○唐木専門委員  それから、リスク分析の考え方というのはどういう内容なのかという、

言葉の定義の問題です。 

○関澤座長  どうぞ。 

○神田専門委員  私も、その辺が、この指標の１つ目のリスク分析の考え方や食品安全委

員会の活動について理解が進めば、リスクコミュニケーションが推進されたのかというこ

とになりますね。だから、そういった関係がこれでいいのかという気がしていて、ただ、

ここで何を言わぬとしているのかが１行、２行だけですけれども、やはりこういったリス

クコミュニケーションをやって、理解が進んだとか、わかりやすい資料だったとか、何か

そういうことがわかるんだったらいいんですが、リスク分析の考え方や食品安全委員会の

活動について理解が進んだからといって、リスクコミュニケーションについてうまくいっ

ているというか、いい評価ができるかというと、そこのつながりがちょっと飛び過ぎてし

まっているかなという気がいたします。 

  それから、メルマガの方の増加率というのが下がってきているという表現なんですけれ

ども、もう少し細かく見ると、例えば登録したけれどもやめてしまう人がいるのかとか、

その辺はメルマガの内容をどう魅力的にしていくかということとつながると思うんですけ

れども、その辺も、今はプラスの方向ばかりだとは思いますが、ただ、今、あえてお聞き

したんですが、その辺はどうなんでしょうか。 

○永田リスクコミュニケーション官  確かに、神田専門委員がおっしゃったように、やめ

ている方もおられるかと思いますけれども、技術的な問題もありまして、ここでは基本的

に増えている方を対象にというふうに考えております。 

  皆さんの御意見は、非常にまさにそのとおりだと思う部分がたくさんありますので、少
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し検討させていただきたいと思います。 

○関澤座長  これは勿論、食品安全委員会としておやりになることで、私たちは、今後も

来年度にかけて、それらに実際的な提案とかコメントをしていくという立場と思います。 

○犬伏専門委員  アウトカム指標ということなんですけれども、それが一番難しい。本当

なのか。それを調べることにアンケート調査というのがあるんだと思うんですが、ここに

いらっしゃる吉川先生、その他、堀内先生もあることですし、先ほど中村専門委員の方か

らもお話がありましたけれども、アンケートの取り方。特にここに関しての、今、言う内

部評価をしようというときのアンケート。単に理解が進みましたか、何とかしましたか。

それで「はい」と書いたから、それでそうなって取るのはおかしいのではないかという気

がするんです。 

  そこのアンケートの取り方が、せっかく吉川先生もいらっしゃることですから、利用と

言うと怒られてしまうかもしれませんが、もう少し深めて、いろんなそのときそのときの

アンケートの取り方があると思うんですが、内部評価のアンケートというのがそこに必ず

付いているというスタイルを何か考えることができるのかな。 

  アウトカムは、言葉としてはわかりますけれども、その本当のところがどう相手にわか

るのかというのを、単にそこで言ったことを、ＢＳＥでも、遺伝子組換えでも何でもいい

んですが、そういうもの自体はどういうことのリスクがあって、デメリットがあって、メ

リットがあってというのをわかったと言っているのか。そこでの取組そのものに関してわ

かったと言っているのか。アンケートのつくり方はかなり難しいような気がするんです。

そこにこそ、本来、もっと専門家というか、英知を入れてつくられた方がいいのかなとい

う気がしているんです。 

  もう一つ、定量性なんですが、定量的なことも、メールマガジンの登録者数も、アンケ

ートに答えてくださる、あるいは意見交換会に入ってくださる方たちの数字というのもか

なり多いと思うんですが、先ほど福田専門委員がおっしゃっていましたけれども、公募を

したけれども入れなかった人。公募をしていらっしゃる方というのが、あるいはパブ・コ

メに参画していらした方、いろんな意見があって、取捨選択しなければいけない部分がた

くさんあるわけです。単に数字ということであるならば、そういう数字というのも一つの

指標になるかなという気がしているんです。 

  もう一つ、ちょっと違うのかもしれませんが、サイレントマジョリティーという部分が、

黙っていて能動的に起こってこない。能動的に登録という言葉にしたかったんですが、能

動的にしてこない人の中に、みのもんたさんのそれでぱっと動くということは、決して関
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心がないわけではないんです。登録していらっしゃらない方が納豆をなくしたんだと思う

んですが、その方たちがどういうふうに動けばいいのか。こういう話を聞いたときに、そ

れでは食品安全委員会に聞いてみようとか、農水省だろうが、厚労省に何かのときに、こ

れはどういうことですか、こういうものですかと聞けるようなもの。何かはわからないん

ですが、そういう事柄が引きずり出せるような施策というのがあれだと思うんです。 

○関澤座長  そうですね。私のレポートの中でも、最初のワークショップのところでアン

ケートのつくり方というのがありました。客観的に判断するために使える質問というのは

なかなか難しくて、質問者が答えてほしいと思ったことを必ずしも相手が答えるわけでは

なくて、自分を良く見せようとして答えてしまうということも場合によってはあるという

ような話もありました。 

  私は、今、食品安全委員会の委託研究をしており徳島市民の有権者約 20 万人から無作為

抽出した対象のアンケート調査で、約 60% の回答率を得ています。いわゆるサイレントマ

ジョリティーが回答してくれていると考えられますが、非常に興味深い質問もあり、本専

門調査会でも御紹介させていただきたいと思っています。 

  アンケートはどのような質問を設定して、答えていただくとより客観的な判断の指標に

なり得るかということは、この後のディスカッションでも御提案申し上げますが、今後、

この専門調査会の議論を深めるために、専門的な見地からのお考えというのが大事なので、

吉川先生が御出席になれない場合にも、私から何かの形で先生のご意見も伺い、論点を深

めて今後進めていきたいと思っております。 

 ○唐木専門委員  今のことに関して質問ですけれども、これは新たにアンケートを取ろう

というのではないんですね。過去のアンケートでこうだった。それで過去と現在を比べる

んだったら、同じアンケートをして、それがどう変わっていくか。それを取ろうという意

図だろうと思ったんですが、そうではないんですか。 

○永田リスクコミュニケーション  ありがとうございます。 

  アンケートそのものは、平成 19 年度のアンケートは勿論、19 年度で取るわけですが、

それと比較する今の指標があるかどうかということですね。 

  ここに書いてありますように、基準となる指標（ベンチマーク）があるかどうか。だか

ら、そういう意味では、まさに唐木先生がおっしゃっているように、今あるものをベース

に、それと同じものを 19 年度に取って、それを比較するということになります。ですから、

いろいろ御意見をいただいて、参考にできるものはできるだけ参考にしていきたいと思い

ますけれども、既にデータがないものは比較のしようがないのでできないということです。
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  その辺につきましては、また、このリスクコミュニケーション専門調査会で、全体的な

評価という中で御検討いただければと思っております。 

○関澤座長  それでは、この政策評価について、今後、実際的に中身について議論を進め

ていくことになりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

  よろしいでしょうか。 

（「はい」と声あり） 

○関澤座長  それでは、３番目の議題に移らせていただきます。次回以降の審議をどうい

うふうに進めていくかということで、これまでいろいろな形で皆さんに積極的に御貢献を

していただいているわけですが、効果的なリスクコミュニケーションを進めていく上で、

皆さんの御議論自身をより効果的であってほしいということから、今後の進め方について

御議論いただきたいと思います。 

  それでは、最初に資料３－１の方から御説明いただきたいと思います。 

○永田リスクコミュニケーション官  それでは、資料３－１でございますが、昨年末の 12

月 14 日に食品安全委員会の方で「リスクコミュニケーション専門調査会に当面調査審議を

求める事項」というのが決定されております。 

  中身につきましては、前回の報告書「食の安全に関するリスクコミュニケーションの改

善に向けて」において、今後検討すべき内容として以下の諸課題が挙げられたことも踏ま

えまして、リスクコミュニケーションの着実な推進と新たな展開について議論をし、意見

をとりまとめていただくということになっております。 

  以下の諸課題と申しますのは、報告書にあります「リスクコミュニケーションの検証」

「審議の経過に関する透明性の確保と情報提供のあり方」「地方自治体との協力」「諸外

国との連携」「食育」の以上でございます。 

○関澤座長  それでは、引き続きまして資料３－２を使って、私が用意したメモを解説さ

せていただきたいと思います。 

  まず「調査会の現状」について考えてみました。専門調査会となっていますが、リスク

コミュニケーションの専門家というよりも、食品安全に関わるさまざまなステークホルダ

ーといいますか、関係者から専門委員が主に構成されていると思われます。 

  また、専門調査会でこれまでいろいろ御議論いただいていますが、その意見がどのよう

に反映されたか、フィードバックが必ずしもこれまでのところは明確ではないのではない

かと思います。 

  それから、専門調査会として報告書を作成した以外に、リスクコミュニケーションのあ
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るべき姿の分析という点で更に深めた議論が必要ですが、これまでは事務局ほかの報告に

ついて意見を求めることが中心になっているのではないかという認識をしています。 

  「改善のあり方」としましては、専門調査会の目的をより明確化いたしまして、これま

でのように気がついたことの指摘にとどまらず、具体的なテーマをまず自ら設定いたしま

して、審議し、積極的な提案を上げていきたい。 

  同時に、食品安全委員会ほかからは専門調査会での提案や指摘についてのフィードバッ

クをもう少し明確にしていただけないかと要望します。 

  さらに、会議での議論を深めるためには、まず事前の準備を強化したいということです。

ワーキンググループと書いておりますが、座長、事務局、座長代理プラス関連の委員、ま

た、テーマによってですけれども、ほかの専門調査会の方からも参加していただくという

ようなことも考えて、事前に討議して、議論の論点を明確化していきたいと考えます。 

  それから、永田リスクコミュニケーション官からも御報告がありましたが、EFSA との協

力に基づいて海外などとの情報交換も進めるということも考えます。 

  今年度は、そういうことで、まずテーマの優先順位づけをいたしまして逐次必要な結論

を導くということで、この優先順位づけは、昨年、皆さんがつくってこられた「食の安全

に関するリスクコミュニケーションの改善に向けて」という 11 月の報告の中から私の方で

要約したものが２～４ページにあります。それらについて、どれからどういうふうに議論

していくかということを御議論いただけないかと思います。 

  優先順位づけの案ができましたら、それに基づいた御議論の骨子案をつくり、目標を定

めて計画的に順次審議していきたいと思っています。 

  それから、食品安全委員会では、座長懇談会というものが先週あったわけですが、この

中で幾つか指摘があったうち、先ほどお話ししました、科学的な評価結果についてのリス

クコミュニケーションを食品安全委員会は主に行うわけですけれども、リスクコミュニケ

ーションは、それにとどまらず、主にリスク管理マターといいますか、厚生労働省や農林

水産省がやっておられることについて外部の関心が高いという状況があります。この状況

に総合的に対応していくというのはどうしても避けられないと思いますので、この点につ

いて検討していかなければいけないと思います。 

  さらに、先ほど申しましたが、今まで他の専門調査会とほとんど独立して議論が進んで

いますけれども、他の専門調査会で、今、焦眉の急となっていて皆さんの関心の高いこと

について、専門調査会で、今、こういう評価が進んでいて、こういうことが話題になって

いるというようなこともお招きしまして、報告していただいてはどうか。特に緊急時対応
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とか企画という専門調査会がございますが、そことは、この場で議論する以外にも随時意

見交換や情報交換をしていきたいと思っています。 

  そのために、どうしていくかということですが、皆様に優先順位づけをしていただいた

上で、そのテーマに応じてワーキンググループ的なものを設定させていただいて、議論を

準備したい。 

  それから、先ほど申し上げましたが、この専門調査会の多くの専門委員の方は、御自分

では直接携わっておられない安全性評価のプロセスということについて、十分、御理解い

ただいていない面もあると思います。この専門調査会の専門委員自身が、安全性評価とい

うのは実際どういうふうに進められているのかについても理解を深めるということと、関

心を呼んでいる事項について、審議のプロセスがどういうふうに行われているのかを紹介

していただいて、委員会自体としての理解を深めて、その上で議論を進めるならば、より

深まった議論ができるのではないかと思っております。 

  以上です。 

  後ろの頁は、既に出されており、今日も附属資料としてある「食の安全に関するリスク

コミュニケーションの改善に向けて」の中から課題というところをピックアップしました。

（１）～（10）までの問題に対して課題がどうあったかということで、どれを優先的に取

り上げていったらいいかということを、御議論いただけないかと思います。 

「４．改善の方向性」ということで「（１）総論」「（２）各論」ということで挙げられ、

「（２）各論」の中ではいろいろな手法が挙げられているわけですが、その手法をどうい

うふうに取り上げていくか。 

  「５．今後検討すべき内容」としては、今、挙げられた「（１）リスクコミュニケーシ

ョンの検証」「（２）審議の経過に関する透明性の確保と情報提供のあり方」「（３）地

方自治体との協力」「（４）諸外国との連携」「（５）食育」となっており、これなども

テーマとしてどういう形で取り上げていったらよろしいかということについて御意見をい

ただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○近藤専門委員  質問になるんですけれども、現状ということで報告が多くて、その報告

に対して質疑応答・意見を述べるということが多かったので、もう少し取り組むべき内容

について具体的に議論をしていこうということはわかりました。 

  それで、そのやり方なのですが、３ページの「４．改善の方向性」の「（１）総論」「（２）

各論」と「５．今後検討すべき内容」というのがありますが、これについて具体的に検討

するということですか。 
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○関澤座長  ここで（１）、（２）とありますが、例えば意見交換会の在り方についてを

一つのテーマとする。あるいはホームページの現状、モニターの在り方ということについ

て議論する。あるいは食育への取組について、食品安全委員会ないしリスクコミュニケー

ション専門調査会はどう関わっていくべきか。そういったことで御議論いただいてはどう

かと思っています。 

○近藤専門委員  どれを議論するかをみんなで決めましょうということで、全部一遍にや

るとぐちゃぐちゃになってしまうので、そういうことで、先生、順番を決めていって、そ

の順番の決め方とか優先順位の付け方は、いつ、どこで議論されるんでしょうか。 

○関澤座長  今日の時点では、いきなりこうしましょうというふうには決められないので、

大まかな御意見をいただいて、それを基に優先順位づけの案みたいなものを私と事務局ほ

かで相談させていただいて、次回、３月にもう一回、御検討いただいて、それで来年度の

計画としてはいかがかと思います。 

  どうぞ。 

○犬伏専門委員  具体的な姿というのがわかるわけではないんですけれども、今までのこ

とですと、私、会に帰って、リスクコミュニケーション専門調査会で何をしてきたのか。

何だろうという、お返事ができないというようなことが多々あったような気がします。 

  御提案はいい。そうしますと、今日はこれだ、こんなことなんだ、これを中心に、その

とき、各省庁、三府省が取り組んでいたお話も聞きまして、これはこうなんですという話

もできるんですが、帰って、ここでの話をしようというとき、すごく難しかったのが今ま

ででございましたので、それは是非、進めていただきたい。 

  今、近藤さんがおっしゃられたような、それではどうするのかというところが大変難し

いだろうと思うんです。座長は大変ですけれども、是非、進めていただきたいと思います。

○関澤座長  どうぞ。 

○福田専門委員  私は、消費者の立場からここに参加させていただいています。昨年は時

間がなくてメールで提案させていただいたことですが、リスクコミュニケーションの土台

づくりとして、一般消費者の考え方の中に食のリスクへの認識が少しは広まってきている

んですが、やはり食に関して１００％の安心を求め、ゼロリスクを求める考え方が多いと

いうのが現状です。そういう消費者の考え方と、行政や食品関係者や専門家の方たちの食

に関してもゼロリスクはないという考え方のギャップを埋めていかないことには、リスク

コミュニケーションをするといっても上手くいかないと思います。 

  これまでこのリスクコミュニケーション調査会では、各地で開催されている意見交換会
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において、どうすればうまく意思疎通をして、リスクコミュニケーションができるかの手

法について考えられてきたと思います。しかし、実際、そうした意見交換会にはほとんど

出席しない一般消費者に対してもゼロリスクはないという、リスクに関する意識を高める

ような具体的な手法を議論、提案していければと願っています。  それは食育の一環とし

て推し進められるかもしれませんし、副読本に限らずどんな方法でもよいのですが、とに

かく食のリスクに関して正しい情報が消費者が伝わるものを食品安全委員会から提案した

り、発信したりするようなことができればと思っています。 

○関澤座長  福田さんがおっしゃったのは、手法の問題というよりも、内容の問題を言っ

ていらっしゃるのでしょうか。皆さんが議論するときに、例えば、リスクの考え方と言っ

ていましたけれども、ゼロリスクはないということについて消費者、ないし生産者の方、

あるいは行政の方はどう考えるかというようなことを議論したい。そういうことですか。 

○福田専門委員  そうではなくて、今、行政や専門家、食品関係者と一般消費者との認識

のギャップを埋めるかの土台作りともなる手法があまりない状態だと思います。消費者と

専門家の認識の違い、例えば、がんの原因にしても、消費者の人はやはり農薬や保存料が

怖い、不安に思っている。でも、専門家は、農薬や保存料ではなく、一番の原因は、たば

こや日々の食生活自体と考えています．専門家は、科学的なデーターからたばこや食生活

での食物繊維不足や、塩分の取り過ぎ等を大きなリスクと考えています。そういう食の安

全を科学の目で見るという考え方は消費者にはあまり入ってきていないと思います。 

○関澤座長  わかりました。例えばですが、リスク認知のギャップが現実にはあるという

ことで、リスク認知のギャップというものがどこにあって、どういうふうに埋めていった

らよいか、埋めていくことはできるか、それを引き継いで食育に反映できるかというよう

なことで、例えば議論するということでよろしいでしょうか。 

○福田専門委員  はい。 

○関澤座長  どうぞ。 

○中村専門委員  委員会に来させていただいて、東京都の施策で、個人的にもあるいは組

織としても心がけているのは、きめ細やかさという点です。例えば講習会などでアンケー

トを取るにしても、事前にアンケートを取って、一番最後にお答えするのではなくて、そ

れを議論の中で生かすとか、そのときにアンケート中の言葉を添えるとか、皆さんから寄

せられた御質問の内容のことですがとか、そういうきめ細やかな表現みたいなものが必要

なのかと思って、できるだけ実践しようと思っております。 

  先ほど、アウトカムということがありましたけれども、さっき先生からも出ましたが、
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結局、もうちょっとわかりやすく言うと、意見の違いを埋められなくてもいいと思うんで

す。その人の立場によって違いますけれども、それはそれなりとしても、信頼感が生まれ

るということが大切と思います。 

  だから今、大きなお菓子屋さんの事件があるけれども、単に食品の安全ということで騒

わがれているようには思えません。やはり信頼を裏切ったということで、つい最近のテレ

ビの情報番組でも、うそをついたということですが、そこの姿勢をやはり我々が、いろん

な難しい問題があってわからないことも多いのだけれども、国民からの信頼感を持っても

らえるようなやり方をするのが共通の課題だと思います。このことは自治体も同じですか

ら、まさにその手法がこういうところで明らかになれば非常にいいのであって、テーマは

いかなるものであっても、そういうものが目指すものですね。シンプルに言うと、ライア

ビリティーというか、ホテル業界でいうホスピタリティーみたいなものとも共通するよう

なものを目指すのかなと思いますが、具体的なテーマは、先生が決められたこの順番でや

っていただければと思います。 

○関澤座長  どうぞ。 

○近藤専門委員  今、中村専門委員がすごく的確におっしゃっていただいたので、私はか

なりすっきりしているんですが、ここに至る前のところでアウトカムの話が出たときに、

いろんなアンケートをやっても、その結果として、それでは、その理解が深まったかどう

かというところの指標がないと評価がしにくい。 

  確かに、それはそうなんですけれども、そこに行く前に、私が申し上げたかったのは、

リスクコミュニケーションが成立しているかどうか。つまり、双方向のコミュニケーショ

ンが成立しているかどうかの指標がまず重要で、それがないと、例えば５人がすごく理解

できても、１万人が全くそういうものすら存在することを知らなければ今の世の中は非常

に危うくて、それがテレビであるとか、非常に残念な食品業界の不祥事であるとかという

ことが全体、１億人を裏切ることにつながってしまう。 

  だから、まず食品安全委員会があるんだ。何かあったら、そこの情報を見よう。そこに

書いてあることが怪しい、うさん臭いと思ったら、それでは一言言おう。そういうような

風土づくりのところから、まずスタートしたいと私は思いますので、そういう意味から言

えば、まずコミュニケーションの数を上げることが非常に重要だと思うんです。その結果、

深まったかどうかというのは、かなり高レベルなステップだと思うんです。そこをいきな

り期待してしまうと、今までと変わらなくて、ごく一部の特殊のオピニオンリーダーの方

だけが非常によく知っていて、そこの人が幾ら声を大きく出しても下まで伝わらないので、
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伝わる土壌をできるだけ広げていきましょう、掘り起こしていきましょう、やわらかい土

壌にしていきましょうという、そこからスタートしなければいけないのかなという意味で

は、アウトカム、つまり反応を見ていく。その反応は、最初からあまり高いレベルに置か

ない。私は、もっと謙虚なところからスタートしていった方がいいのかなと思っておりま

す。 

  まさに「４．改善の方向性」の「（１）総論」の、どうやったら双方向性を向上させる

のかというところは非常に大きい議論で、あまりそもそも論にはなりたくないんですけれ

ども、非常に重要かなと思います。その積み重ねによって風評被害をいち早く防げるとい

うことになるのかなという気がします。 

○関澤座長  非常に大事な点の御指摘をいただいたと思います。恐らくですが、中村さん、

また近藤さんから御指摘のあったことは、例えば意見交換会の在り方ということを議論す

る中でも、あるいはホームページの在り方を議論する中でも大事なポイントになってくる

のではないかと思います。 

  ただ、事例がないと議論が拡散してしまいますので、事例に沿って検討するというのが

やりやすいのかなと思います。 

  どうぞ。 

○中村専門委員  年末から、東京都のノロウイルス・食中毒の担当は毎日深夜 12～１時ま

で残業です。 

  既にホームページでは、手洗いであるとか吐物の処理について簡単に紹介していたので

すけれども、やはり実際の事件が起きてみると、内容が足りないと感じました。実際には、

既存のペーパーに吹き出しを追加して、これは実はこういうことですとか、そういうもの

を付けることによってきめ細かに情報提供できました。一見の見た目は同じで、ほんのち

ょっとの違いなんです。漫画みたいになっている。だけれども、実際、こうやって起きて

みると、そこがやはり大事だとあらためて感じました。 

  だから、きめ細やかさと表現しているのはそういうところです。そういうものがすべて

において実践できれば大分結果が違うのかなと感じました。 

○関澤座長  たまたま、昨日、Google というインターネット上の検索エンジンの役割を特

集している番組がありましたが、人はインターネットでサーチをした結果上位の最初の２

つか３つしか見ていないという話で、そこのセールスポイントを強調していましたけれど

も、人が何を見て、何で判断しようとしているかということについての理解、あるいは分

析というのがかなり大事かと思います。 
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  どうぞ。 

○高浜専門委員  話が若干、横にそれるかもわからないですが、今、ノロウイルスの話が

出て、いろいろきめ細かに情報提供されたということなんですが、我々が例えば厚生労働

省のホームページに対して非常に避けてもらいたいというお願いをしたのは、カキの写真

がぽっと出ているということに対して、ノロウイルスとカキの関連性は非常に密接だとい

うようなイメージで、厚生労働省のホームページというのは一つの大きな、一番確実な情

報ということでとらえられていると思うので、それでもともと、そういう因果関係はない

わけではないので、非常に大きな風評被害がありました。 

  個人的には、そういったところというのは、今後、やはりリスクコミュニケーションで、

水銀と魚の問題のときのように埋めていく必要があると考えていまして、先ほど、生産者

と消費者のギャップとかそういったものは、いろんな情報とか正確なものとかというとこ

ろでやはり埋めていかなければいけない。 

  ちなみに、一昨日、池袋でちょっとしたカキのイベントをやったんですが、たくさんの

人に来ていただいて、4,000 ～ 5,000 人の方にカキを食べてもらったんですが、そのとき

も、生食用と加熱用とかということが全然理解できていないんです。私は、あえてクイズ

形式で双方向でいろいろやったんですが、やはり生食というと鮮度がいいと思っていると

いうようなところが、非常に実際、出ていってやってみると、やはりそうかということが

よくわかるんです。 

  ですから、先ほどたまたまノロウイルスの話が出たので、ちょっと御報告を兼ねて、今

後、そういった双方向というのは本当に大事で、何がわかっていないのかというのは実際

やってみないとわからないというところがやはりあると思います。 

○関澤座長  どうぞ。 

○近藤専門委員  今の高浜専門委員の御報告は非常に意味があって、まさに一つのリスク

コミュニケーションだったと思うんです。こちらとしては伝えていた情報が実は伝わって

いなくて、正しい安全情報が伝えられていなかったということがわかった。 

  それでは、次にどうするのかということで、例えば一つのやり方ですけれども、こうい

うような事例を挙げていただいて、それでは、そのときにどうすればよかったのかとかと

いう話を議論するのは、リスクコミュニケーションの在り方、まさに具体的な事例を使っ

て、みんなで議論していって、成功例を積み上げていくということにつながるのかなとい

うことを、非常に、今、具体的ないいお話を聞かせていただいたと思いました。ありがと

うございました。 
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○関澤座長  それでは、いろいろ皆さんから御提案をいただきまして、先ほど申しました

ように、３月にまた専門調査会を開かれる予定なので、もし、よろしければ、今の御意見

を踏まえて、どれから順番に、どういうふうに取り上げていくかということで、あらあら

のたたき台を私と事務局、あるいは座長代理と御相談してつくってみたいと思います。そ

の上で何か、また参考になるようなことがありましたら、是非お聞かせいただきたいと思

います。 

  どうぞ。 

○神田専門委員  あらあらの計画を立てる、その計画のテーマというのは、食品安全委員

会から提示された、このテーマについての計画ということでしょうか。 

  ごめんなさい、私、話に付いていけないところがありまして、食品安全委員会から資料

３－１の方で、この専門調査会にこのテーマでやってほしい、意見をまとめてほしいとい

うことがありますね。このことをどう進めていくのかという計画を立てていかなければい

けないんだろうと思うんです。そのことと、今の議論との関係が見えなかったものですか

ら、私はそちらの方が心配でして、また後の方になってかたかたと急ぐのはちょっとしん

どいという気がするものですから、このそもそものところの計画をまずきちんと立てるべ

きではないかと思いますので、その辺も含めて整理をしていただければと思いました。 

○関澤座長  そうですね。実は、この５つの論点というのは「食の安全に関するリスクコ

ミュニケーションの改善に向けて」の「５．今後検討すべき内容」の５つのテーマですの

で、それを踏まえて議論を進めていかなければいけないと思います。 

  例えば、この５つの順番にやっていくというやり方もないではないと思いますが、議論

の仕方としては、具体的な課題に沿ってやっていくというのも一つの在り方かなと思って

御提案申し上げたというところです。 

  もし、これを直接「（１）リスクコミュニケーションの検証」ということで議論をして

いく方がいいということでしたら、そういうふうな進め方を考えてみたいと思います。 

○神田専門委員  １つずつということでは、きっと絡み合っている問題ですから、そうい

ったこともにらみながら、やはり私たちがやるべきことを見えるようにした上で、それを

進めていく上での進め方の問題を、今、議論していたのかなというふうにとらえているん

ですけれども、１つずつとかということではないんです。 

○関澤座長  どうぞ。 

○犬伏専門委員  先ほど御提案があって、皆さんからいろいろ具体的な御提案があったと

思うんですが、ここでの話し合いをするのは、例えばリスク認知のギャップがどうしてこ
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んなにあるんだろうという、どういうテーマかわかりませんが、何かの例を挙げながら、

ここでディスカッションしたとしたら、その中でリスクコミュニケーションというものの

検証もできますでしょうし、審議に関する透明性はどうあるべきかということも当然でき

ますでしょうし、情報提供の在り方も出てくる。 

  今まで、ここでいろんな、私みたいに言いっぱなしの人間のあれを事務局はきちんと整

えて、それなりの部署へ押し詰めていってしまったという経緯がありますので、そういう

形でこの中に入ってくる。「（４）諸外国との連携」はあれですから、それ以外のものは

入ってくるものなのではないかと私は理解して、今までの話に参加していたんです。 

○関澤座長  ということは、先の話になりますが、来年度の御議論は、今日ございました

ように、第１番目の議題で三府省の活動の御報告を受けて、それ以外に何かテーマを１つ

別に設けて、それについて独自に資料を用意して、皆さんに御議論いただいて、その結果

が具体的な提案として食品安全委員会に提示できるというようなことを考えているのです

が、いかがでしょうか。それらの準備というものが今までなかったところが反省点なので

すけれども、大変ですがやっていこうかという御提案であります。 

  つきましては、勿論、テーマによって外部の専門調査会の方に御出席いただくというこ

ともあるかと思いますが、皆さんからいろいろ、メール等をどんどん使って構いませんけ

れども、これについて今度議論するので、何か御意見をいただきたい。今、高浜さんから

ありましたけれども、そういったようなことでも結構ですので、どんどんいただいて、そ

れを一つの話題としていきたいということを考えております。 

  それでは、定刻も迫ってきましたので、次回までに今後の審議の進め方について、私と

事務局、座長代理さんとも相談して、案をつくっていきたいと思います。皆さんの御賛同

が得られるようでしたら、そのような形で、次回以降、審議を進めてゆきたく、できるだ

け効果的なリスクコミュニケーションということがしていけるように、皆さんのインプッ

トをお願いしたいと思います。 

  ほかに何かございますでしょうか。 

  事務局の方はよろしいですか。 

○永田リスクコミュニケーション官  はい。 

○関澤座長  それでは、積極的な御意見をありがとうございました。本日はこれにて閉会

とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 


